
メキシコへようこそ

姓　（ラストネーム）

氏名（ファーストネーム）　

国籍 
生年月日　  日                    月                     年

         

メキシコ在住者用
外国で旅行した期間（日数）

あなたと一緒に旅行する御家族人数　
荷物は何個お持ちしますか（手荷物を含める） 

（ご注１を必ず参考して下さい）

メキシコへ入国するため利用した交通機関
    

        

船                  飛行機                             陸上交通機関

船番号 飛行機番号                            自動車番号

 
第１項

第２項

第３項

第４項

いいえ                はい
「はい」を答えた場合、その総合計をアメリカドルで申告して下さい。　　

               $

第５項

 

メキシコ法上、現金支払手段等を携帯して入国するなら、アメリカ合衆国１万ド
ル相当額を超える場合は申告提出が必要になります。しなければ場合は行政的
処罰される理由になりますからご注意下さい。
あなたは総計でアメリカ一万ドル相当額を超える現金支払手段等（代金
引換払いや小切手等）をお持ちしますか。

尚、本申告を提出後、「現金支払手段等の輸出入申告用紙」も記入して下さい。メキシ
コ入国港で通関係員にも与えられるか同様にwww.aduanas.gob.mxのメキシコ通関
局公式ホームページからダウロードできます。

免税範囲について知って頂く必要があります。課税価格とはお土産・輸入品につ
いての関税です。通常携帯品としてお持込まれる品物以外、輸入方法次第、税率
をかけます。入国際に空港或いは河海港の場合はアメリカ３００ドル（また、メ
キシコペソ相当額）以上の価格は関税をかけており、陸上入国の場合は、免税範
囲は７５ドルになります。その価格を確認する為、仕入書、領収書、購入届、イ
ンボイス等を提出しなければなりません。アルコール、酒類、紙巻タバコまた自
動車用石油は税率をかける必要です。
聖週間（カトリック教に関する休暇）、夏休みと新年に関わる休みの間にメキシ
コ国籍を持っている方は陸上入国する場合、アメリカ合衆国と国境町に住む方を
除いて、アメリカ３００ドルかメキシコのペソ相当額価格まで商品輸入可能です
。上記の休み、それぞれの始終日についての問い合わせは、通関相談センターか 
www.aduanas.gob.mxサイトにご確認下さい。

2.

課税支払について

ご旅客は本人が持込む荷物以外の送品などを輸入する予定があれば通関業者を利用
せず、商品表記価格（要請求書等）は免除範囲以外、アメリカ３千ドル相当額以内
の場合はその総計の１6％の関税を払うことで輸入できます。
課税の支払方法はインターネトでwww.banjercito.com.mx また 
www.aduanas.gob.mxホームページの「貿易課税支払用紙」をご利用いただくか
、自動課税支払カウンターも同様にサービスしております。
コンピューター装置の場合、他の輸入商品と加える価格総計はアメリカ４千ドル相
当額を超えてはいけません。
課税以外品輸入国規則に基づいて要件を満たさず商品は輸入するのは禁止です。例
えば：通知、許可、承認書等。
課税ベースを決定する為、上記の第２番「免税範囲について」を参考し、計算でき
ます。

違反行為と制裁事項

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

メキシコ輸入法に基づいて下記の状況（そしてそのような行為）が全部、違反とし
て認められ、状況に応じて制裁を実行されるのでご注意下さい。
申告せず現金やメキシコ国内・国外発行された小切手や携帯支払手段等は総計で
アメリカ一万ドル相当額を超える場合は蜜輸出入犯罪を行うことによる罰金とし
て、その超える部分の２～４割を払うべきで、状況に応じて処罰されることにな
ります。
輸出入法に基づいて禁止・制限又、貿易課税を払うべき場合は本質を隠そうとす
る目的で技術・仕掛け等により品物蜜輸をした場合は、罰金としてその商品の取
引価格の７０～１００％を払わなくてはならない。
貿易課税を部分的又、完全的に払わずに輸出入することは犯罪です。表記を省く
違反の場合のみ、もしもその価格の合計はアメリカ３千ドルかメキシコペソ相当
額範囲以内だけの場合は、罰金としてその取引価格の１１５％を払うべきです。
貿易課税とその罰金を支払済後、通関関係者当局が荷物をご旅客に渡します。
メキシコ輸入法の要件を満たず、通関局に与えられる入国許可書無しで蜜輸する
のは禁止です。申告されなかった全部の商品は積込禁止で陸上入国した場合は、
その移動手段も一時的没収されます。
申告なしの品物は通関に対して要件、制限又、制御のない場合は罰金支払済後、
捨てられたものとして取扱う事が出来ます。

www.sat.gob.mx www.aduanas.gob.mx

２０10 年版。次回訪問時に或いは輸入する予定の場合、通関に関するルールで変更された所を確
認する為、通関係員に相談していただくかwww.aduanas.gob.mx　ホームページにもどうぞ。

海外旅行者のため
メキシコ入国
通関申告用紙

記入前に指示を必ずお読み下さい。
各旅客様又は家族代理人は本申告を記入しなかければならない。次の個人データをロ
ーマ字で記入して下さい。

パスポート・旅券番号　

Xの印で指示して下さい

短期滞在者用
メキシコ国内に滞在する予定（日数）

未着荷物数又、別送品で入国品物個数



   

病気理由になる物質或いは細胞液をお持ちですか。

けん銃、小銃、機関銃、砲をお持ちですか。

サンプルをお持ちですか。

職業用道具をお持ちですか。

いいえ はい

いいえ はい
いいえ はい
いいえ はい

いいえ             はい    
                 
                 
                 

  
                 

 

        日                          月                     年

通関に関する権利義務についてのお知らせ

本申告記入指示

•

 •
 •

• 

 •

 •

 

 

通常荷物と免税範囲について

1.

第６項

                         V     R
免税範囲を超えて税率をかけなければならないなもの
報告番号    
課税合計

次の輸入禁止・制限品目を必ずお読み、輸入する場合は報告する必
要があります。

生きている動物、肉、食欲品、植物、花或い
は果物、種、豆、薬品、薬剤、生物質品、動
物質品、野生品、農業用品、
危険性物質、毒物、危険性残留物など、昆虫
をお持ちしますか。

普通荷物以外で免税範囲を超えて税率をかける必要
なものをお持ちですか。 いいえ はい
土。それとも、私（たち）は農業や牧場などに最近行っ
たことがある。又、家畜と同じ場所に居たこと。 いいえ はい

貨物輸入を報告せず、承認書無し、課税未払いのような不法行為で、行政的処罰される
理由になります。

本申告全部は読み終わり、報告したことは全て事実で正しいです。

サイン

通関係員用のみ　

通関カウンターまでお持ち下さい

まず始めに、本通関申告を全部記入しなければなりません。

本申告に関わるご質問があれば、提出前に最寄りの通関係官にお問い合わせて下さい。

もしも第５，６項で「はい」を答えた場合、審査所へ行く前に入国ターミナルの相談センターに
てお尋ね下さい。

荷物を取ってから本通関申告を通関係員に提出して下さい。

ご家族代理人（父、母、息子達）として申告を提出するならば、荷物は免税範囲を計算時に一人
当りの免税範囲は数え重ねれます。

通関税関義務関連法等の違反を故意に、又は過失の場合でも行ったら、処罰されることになりま
す。ご質問があれば、必ず通関係員に相談して下さい。(違反行為と制裁事項を参考して下さい)

（ご注１）本通関申告を提出時に別送品で輸入する予定があれば又、未着荷物の場合はこの項を
記入後、提出して下さい。

ご旅者は通常荷物としてお持ち込む新品・中古品又、免税範囲以内品物は関税無しで輸入して良
いです。

個人的に使用する品として認められるものに限り、次のリストの範囲以内で免税となります：服
（嫁入り道具一式も輸入可）、靴、そして、洗面道具は旅行時間に合う数量だけです。お子様の
身繕い、ベイビーケアーや子供を面倒・移動する道具に対して、赤ん坊用椅子、携帯乳児用のベ
ッド、ベビーカー（乳児用車）、歩行器などとそれぞれのアクセサリー付き。ビデオカメラ（２
個まで）或いは写真機（２個まで）と映画用フィルム（１２本まで）或いはビデオカセット（１
２個まで）。撮影用道具。携帯電話機或いは私用ラジオ電波受入機（２個まで）。携帯タイプラ
イター（一つ）、電子手帳（１個）、携帯コンピューター（ラプトップ、ノートブック、オム二
ブック等）（一つ）、携帯コピー機（１個）或いは携帯プリンター（１個）、CD又DVDバーナ
ー（複製機器）と携帯映写機とそれぞれのアクセサリーも含める。本人自力で特別取扱不要な場
合は、次は輸入するのは可能です：個人的なスポーツ設備（２個）、釣りロッド（４個）、スラ
イダー（帆付き・なし）３個までとそれぞれのアクセサリーや記念品また認定書等。散歩練習用
設備とフィッドネスバイク（１台当たり）。携帯録音機器或いは携帯音響再生装置、それとも録
再生機器（１個）。デジタル音響再生器（１個）或いは携帯CDプレイヤーと携帯DVDプレイヤ
ー（１個）。そして、そのスピーカーセット（アクセサリー付）（一個）。レーザーディスク
(CD）５枚、DVDディスク１０枚、音響再生用CD又、磁気テープ（カセット）は３０個までで
、音響再生用ソフトウェアーセット（３セット）と電子設備用ケース５個。本、雑誌と印刷書類
。玩具５個まで（収集の価値のある物込み）、ビデオゲームプレイヤー（１個）とビデオゲーム
（５個まで）。血圧計と血糖値計（１個当たり）とそれらの消耗品。そして、私用的薬（向精神
薬の場合、処方箋が必要になります）。双眼鏡（１個）と望遠鏡（１個）。音楽設備（２個）と
アクセサリー。テントとキャンプ用商品。ドリル、ペンチ、レンチ、ダイス、ドライバー、電流
ケーブル等も含めて、工具一式とその箱。

１８歳以上の方は次の商品とそれぞれの量範囲以内まで輸入可です。タバコ２０個箱まで、葉巻
２５本或いはタバコ粉２００グラム、酒類３リトルで、ワインの場合は６リトルまでです。

お年寄りの方と体が不自由な方は介護用道具やその他必要なものを輸入するのは認められます。
例として、歩行器、車椅子、松葉杖、ステッキ等。

犬また猫は２匹まで輸入可能です。そして、それぞれの必要なボディケアーと移動させるアクセ
サリーもお持ち込みできます。サガルパ（メキシコ農牧農村開発漁業食料省）の輸入認可書を通
関係員に提出しなければなりません。


